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3-Ｂ-1「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者名」等の登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者名」等を登録します。（一般型/小規模型
の共同申請の場合のみ）

「企業名」が表示されたら、企業名ごとの対象類型を設定し、
「応募者の概要１」～「その他加点項目」を左から右の順に登録します。

※ 各項目ごとに入力が終わると「作成状況」は「作成済」となります。

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「幹事企業」を入力

手順6

幹事企業が共同申請
のログイン情報を登録

「登録/修正」をクリック
※「登録/修正」をクリックす
ると、

変更内容が反映されます。

手順7

「共同申請者情報１」として事業者を
入力

「登録/修正」をクリック
※「登録/修正」をクリックすると、
変更内容が反映されます。

「戻る」をクリック
※「戻る」をクリックすると、
メイン画面に遷移します。

手順8

登録された内容が、共同申請
者に送付されます。



3-Ｂ-2「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要１」登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）を入力しま
す。

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力
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必須項目を全て入力を終えて
いない場合は、「一時保存」を
押すと、入力された項目のみ登
録できます。

上記「応募者の概要１」を入力し、「登録」をクリック

手順9

支店名がない場合は、「支店
なし」と記載してください。



3-Ｂ-2「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要１」登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）の入力内容
を確認し登録します。

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力
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「編集に戻る」を押すと、前の
入力ページに遷移できます。

入力内容を確認し、「登録実行」をクリッ
ク

手順10
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3-Ｂ-3「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要２」の登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要２」を入力します。

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

上記「株主等一覧表」、「役員一覧表」、「経営状況表」、を入力し、
「登録」をクリック

手順11
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3-Ｂ-3「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要２」の登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「応募者の概要２」の入力内容を確認し登録しま
す。

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

入力内容を確認し、「登録実行」をクリッ
ク

手順12
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◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

3-Ｂ-4「Ｂ．応募者のプロフィール」の「事業内容」の登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「事業内容」を入力します。

上記「事業内容」を登録後、「登録」をクリック

手順13

「ものづくり技術」の場合は、
「その１：革新的な試作品開発・
生産プロセスの改善の具体的な取
組内容」が表示されます。（２２
頁参照）

参 考

※ 上記システム画面は、「一般型（革新的サービス：共同申請）」で申請した場合を想定した画面となっております。

「ものづくり技術」の場合は、
「中小ものづくり高度化法の１
２分野の技術と関連性につい
て」の項目が表示されます。
（２２頁参照）

参 考

※「経常利益」「付加価値額」の伸び率については、３年間で所要
の数値（それぞれ3％、9％）を達成していれば、 ４年目、５年目に
ついては記載の必要はありません。
（記載なしの場合はチェックをオフにする。☑→□）

※事業の具体的な内容を既に作成している場合には、
PDFの形式でファイル添付を行うことで、
入力が不要となります。

※一般型、小規模型設備投資のみの
場合は⑥設備投資額が必須です。
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◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

3-Ｂ-4「Ｂ．応募者のプロフィール」の「事業内容」の登録

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「事業内容」の入力内容を確認し登録します。

※ 上記システム画面は、「一般型（革新的サービス：共同申請）」で申請した場合を想定した画面となっております。

入力内容を確認し、「登録実行」をクリッ
ク

手順14

「経常利益」「付加価値額」の伸び率について（それぞれ
3％、9％）の達成については、必ず計算結果を確認してく
ださい。
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◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

3-Ｂ-4「Ｂ．応募者のプロフィール」の「事業内容」の登録

以下の画面は「ものづくり技術」の場合になります。

ものづくり技術

「ものづくり技術」の場合
は、「中小ものづくり高度化
法の１２分野の技術と関連性
について」の項目が表示され
ます。

参 考
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3-Ｂ-5「Ｂ．応募者のプロフィール」の「実績説明」の登録

複数の実績を登録する場合は、「追
加」をクリックし登録してください。 「登録」をクリック

手順16

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受け
た実績）を入力します。

これまでに補助金又は委託費の
交付を受けた実績を入力

手順15
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3-Ｂ-5「Ｂ．応募者のプロフィール」の「実績説明」の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受け
た実績）の入力内容を確認し、登録します。

入力内容を確認し、「登録実行」をクリック

手順17

実績なし(未入力)の場合には、「実績なし」の確認画面が表示されま
すので、そのまま「登録実行」をクリックして次に進んでください。

参 考



25

3-Ｂ-6「Ｂ．応募者のプロフィール」の「経費明細表」等の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「経費明細表」、「資金調達内訳」を入力しま
す。

「登録」をクリック

手順21

「基本補助上限額」、
「追加増額分の配分額」、
「生産性向上専門家活用
増額分」を入力

手順18

「経費明細表」を入力

手順19

「資金調達内訳」を入力

手順20

「対象類型」、「事業類型」
による経費明細表の違いにつ
いて（次頁参照）

参 考

※ 上記システム画面は、「一般型（革新的サービス：共同申請）」で申請した場合を想定した画面となっております。

選択した事業類型、補助率３分の２要件の選択状況
により、補助率は自動で変更されます。（次頁参照）

参 考幹事企業は共同申請者の入力・
修正が可能

一致

一致
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3-Ｂ-6「Ｂ．応募者のプロフィール」の「経費明細表」等の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「経費明細表」、「資金調達内訳」の入力内容
を確認し、登録します。

※ 上記システム画面は、「一般型（革新的サービス：共同申請）」で申請した場合を想定した画面となっております。

入力内容を確認し、「登録実行」をクリック

手順22
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3-Ｂ-6「Ｂ．応募者のプロフィール」の「経費明細表」等の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

小規模型（試作開発のみ）

経費明細表の違いについて

事業類型が「一般型」、「小規模型」で先端設備導入計画の認定取得（予定）、経営革新
計画の承認取得（予定）の場合は、補助率が「２／３」となります。

※ 「一般型」の共同申請の場合は、共同申請者中のいずれか１事業者が補助率アップの要
件に該当していれば、他の事業者についても補助率アップが可能。

事業類型が「小規模型」で小規模企業者・小規模事業者の場合は、補助率が「２／３」と
なります。

※ 「小規模型」の共同申請の場合は、共同申請者中のすべての事業者が補助率アップの要
件に該当している場合のみ、補助率アップが可能。

参 考
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3-Ｂ-7「Ｂ．応募者のプロフィール」の「その他加点項目」の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「その他加点項目」を入力します。

「小規模型」で小規模企業者・小規模
事業者として申請する場合は、「労働者
名簿一覧」の登録をしてください。

参 考

「登録」をクリック

手順23
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3-Ｂ-7「Ｂ．応募者のプロフィール」の「その他加点項目」の登録

◼ ３. 電子申請システムにログインし、電子申請内容を入力

「Ｂ．応募者のプロフィール」の「その他加点項目」の入力内容を確認し登録します。

「Ｃ．提出書類添付」の「未作成」をクリック

手順25

「Ｂ．応募者のプロフィール」における各
項目を登録し終えることで「作成状況」が
「作成済」となり、「Ｃ．提出書類添付」の
「作成状況」が「未作成」となりファイルの
添付が可能となります。

入力内容を確認し、「登録実行」をクリック

手順24


